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勘定科目内訳書

4

5 4 1

6 3 31

一般社団法人　わの会

税理士法人　セイコウ税研

（ 第 期 ）

自

至

令和

令和

年

年

月

月

日

日



普通預金 3098914 463,603

463,603

預貯金等の内訳書

一般社団法人　わの会

1

西日本シティ銀行 東久留米支店

金 融 機 関 名 種 類 口 座 番 号 期末現在高 摘 要
円

合             計

頁

支 店 名

 （注） 1. 取引金融機関別に、かつ、預貯金の種類別に記入してください。
なお、記載口数が10 0口を超える場合には、期末現在高の多額なものから100口についてのみ記入しても差し支え

ありません。
2. 預貯金等の名義人が代表者になっているなど法人名と異なる場合には、「摘要」欄に「名義人○○○○」のように
その名義人を記入してください。

①



古賀　毅敏

塩澄　哲也

20,000

20,000

40,000

未収入金

未収入金

売掛金（未収入金）の内訳書

一般社団法人　わの会

2

科 目
相 手 先

期末現在高 摘 要
円

合  計

名 称 （ 氏 名 ） 所 在 地 （ 住 所 ）

頁

登録番号
（法人番号）

 （注） 1 . 「科目」欄には、売掛金、未収入金の別を記入してください｡
2 . 相手先別期末現在高が50万円以上のもの（50万円以上のものが5口未満のときは期末現在高の多額なものから5口程度）については
各別に記入し、その他は一括して記入してください｡

5 . 未収入金については、その取引内容を「摘要」欄に記入してください｡

③

なお、上記3②の記載方法による場合には、記入しなくても差し支えありません。

3 . 上記2により記載すべき口数が100口を超える場合には、次の①又は②の方法により記入しても差し支えありません。
① 期末現在高の多額なものから100口についてのみ記入（この場合、100口目には50万円未満のものも含む残額全てを一括して記入）

期末現在高を自社の支店又は事業所別等で記入（支店又は事業所等の名称を「名称（氏名）」欄に記入するとともに、「期末現在②
高」欄にその支店又は事業所等の合計金額（50万円未満のものも含む合計金額）を記入）
なお、記載口数が100口を超えるか否かは、売掛金と未収入金との合計口数で判断してください。

4 . 「登録番号（法人番号）」欄に登録番号又は法人番号を記載した場合には、「名称（氏名）」欄及び「所在地（住所）」欄の記載を省略し
ても差し支えありません。

なお、登録番号を記載する際には、「Ｔ」を含めて記載してください。



福岡県久留米市東町 38-1 　　　
大同生命ビル 2,268,000

2,268,000

56,741

56,741

借入金及び支払利子の内訳書

一般社団法人　わの会

3

日本政策金融公庫

借 入 先

法人･代表
者との関係所 在 地 （ 住 所 ）

期 末 現 在 高 期中の支払利子額
担 保 の 内 容

円

利 率
(物件の種類､数量､所在地等)

合                 計

円

頁

％
名称（氏名）

 

5. 外国法人又は非居住者から借り入れたものについては、「所在地（住所）」欄には、国外の所在地（住所）を記入してください。

⑪

（注） 1. 借入先別期末現在高が50万円以上のものについては各別に記入し、その他は一括して記入してください｡

2. 借入先が「役員、株主又は関係会社」のものについては、期末現在高が50万円未満であっても全て各別に記入してください。

また、「期末現在高がないものであっても期中の支払利子額（未払利子を含みます。）が3万円以上」のものについては、

4. 「利率」欄には、同一の借入先に対する利率が2以上ある場合には、そのうち期末に近い時期における支払利子の利率を

記入してください｡

各別に記入してください。

3. 上記1により記載すべき口数が100口を超える場合には、次の①又は②の方法により記入しても差し支えありません。

① 期末現在高の多額なものから100口についてのみ記入（この場合、100口目には50万円未満のものも含む残額全てを一括して記入）
なお、「借入先が役員、株主又は関係会社のもの」又は「期末現在高がないものであっても期中の支払利子額

（未払利子を含みます。）が3万円以上のもの」がある場合には、当該事項も含めて100口となるように記入してください。

② 期末現在高を自社の支店又は事業所別等で記入（支店又は事業所等の名称を「名称（氏名）」欄に記入するとともに、

「期末現在高」欄及び「期中の支払利子額」欄にその支店又は事業所等の合計金額（50万円未満のものも含む合計金額）を記入）



家賃

合　計

事務所 宮原　信孝  4  4  1  6  3 31

120,000

120,000

@10,000/月×12ヵ月

地代家賃等の内訳書

一般社団法人　わの会

4

工業所有権等の使用料の内訳書

地 代 家 賃 の 内 訳

地代・家賃
の 区 分

借地(借家)物件の用途

所 在 地

貸 主 の 名 称

貸 主 の 所 在 地

支 払 対 象 期 間

支 払 賃 借 料
摘 要

円

権 利 金 等 の 期 中 支 払 の 内 訳

名 称
使 用 料 等

契約期間
支払対象期間 支 払 金 額

・ ・

摘 要

円

円

支 払 先 の 名 称 （ 氏 名 ）
支 払 先 の 所 在 地 （ 住 所 ）

支払年月日 支 払 金 額 権 利 金 等 の 内 容 摘 要

・ ・

・ ・

支 払 先 の 名 称 （ 氏 名 ）

支払先の所在地（住所）

・ ～ ・

・ ～ ・

・ ～ ・

・ ～ ・

・ ～ ・

・ ～ ・

（氏名）

（住所）

頁

・   ・   ～ ・   ・

　登録番号　
（法人番号）

　登録番号　
（法人番号）

　登録番号　
（法人番号）

（注）1 .

2 .

4 .

借地又は借家に際して支払った権利金等がある場合には、「権利金等の期中支払の内訳」の各欄に記入してください。

 

権利金等を数回に分けて支払っている場合には、支払年月日ごとに記入してください。

外国法人又は非居住者に支払うものについては、「貸主の所在地（住所）」及び「支払先の所在地（住所）」の各欄には、国外の
所在地（住所）を記入してください。

なお、記載口数が100口を超える場合には、支払賃借料又は支払金額の多額なものから100口についてのみ記入しても差し支え

1 . 「名称」欄には、特許権、実用新案権、意匠権及び商標権等の名称を記入してください。

2 .

外国法人又は非居住者に支払うものについては、「支払先の所在地（住所）」欄には、国外の所在地（住所）を記入
してください。

（注）

⑮

ありません。

なお、記載口数が100口を超える場合には、支払金額の多額なものから100口についてのみ記入しても差し支えありません。

「登録番号（法人番号）」欄に登録番号又は法人番号を記載した場合には、「貸主の名称（氏名）」欄及び「貸主の所在地3 .
（住所）」欄、「支払先の名称（氏名）」欄及び「支払先の所在地（住所）」の記載を省略しても差し支えありません。

なお、登録番号を記載する際には、「Ｔ」を含めて記載してください。

「登録番号（法人番号）」欄に登録番号又は法人番号を記載した場合には、「支払先の名称（氏名）」欄及び「支払先の所在地
（住所）」の記載を省略しても差し支えありません。

なお、登録番号を記載する際には、「Ｔ」を含めて記載してください。
3 .



受取利息

合　計

預金利息 8

8

雑益、雑損失等の内訳書

一般社団法人　わの会

5

円

科 目 取 引 の 内 容
相 手 先

所 在 地 （ 住 所 ）
金 額

雑

益

等

雑

損

失

等

頁

名称（氏名）

登録番号

（法人番号）

（注） 1 .

2 .

雑収入、雑益（損失）、固定資産売却益（損）、税金の還付金、貸倒損失等について、科目別かつ相手先別の金額が10万円以上のものに

取引の内容が「税金の還付金」のものについては、期末現在高が10万円未満であっても全て各別に記入してください。

⑯

ついて記入してください。
なお、土地の売却益（損）を「⑦固定資産（土地、土地の上に存する権利及び建物に限る。）の内訳書」に記入している場合には、記入しな

くても差し支えありません。

3 . 上記1により記載すべき口数が100口を超える場合には、金額の多額なものから100口についてのみ記入しても差し支えありません。
なお、取引の内容が「税金の還付金」である場合には、当該事項も含めて100口となるように記入してください。

4 . 「登録番号（法人番号）」欄に登録番号又は法人番号を記載した場合には、「名称（氏名）」欄及び「所在地（住所）」欄の記載を省略し

なお、登録番号を記載する際には、「Ｔ」を含めて記載してください。
ても差し支えありません。


